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(特集)グローバリゼーションは世界に何をもたらすか

ユーロ経済国とグローバル経済
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1. はじめに

戦後のヨーロッパに,仏独の和解を基に,強い政治的意志により地域経済共同体が誕生 した｡統合によ

るこの経済共同体は,史上初めての通貨統合,市場統合,旧東欧諸国の迎え入れとい う点で画期的でまた

先駆的な地域統合 といえる｡本稿はこのうち通貨統合の象徴である ｢ユーロ｣の経済圏を中心に取 り上げ

る｡また,1989年の冷戦の終悪で本格化するグローバ リゼーションの経済面 との関係について考察 し,

合わせて,アメリカ発の金融危機下での対応,変革に触れる｡

第一次大戦後,廃嘘 と化 した西欧に,シュペ ングラーが著 した 『西洋の没落』の懸念が広まった｡1923

午,オース トリアの リヒャル ト･クーデンホ-7-カレルギー伯が 『パ ンヨーロッパ』を刊行 し,仏独の

和解に基づ く欧州の統合を提唱 した｡この欧州統合論は多 くの共感を呼んだ｡統合の構想は,1930年代

の世界大恐慌, ヒットラーの登場に続 く第二次大戦の勃発で一時挫折するが,戦後 フランスのジャン･モ

ネが独仏国境地帯の石炭 と鉄鉱資源を欧州の共同管理下に置き,戦争の脅威のない平和な欧州を構築する

憩を練 った｡この構想に基づ きフランスのロベール ･シューマン外相が1950年にこれを提唱,仏独伊,

ベネルックス3ヵ国の6ヵ国が欧州石炭鉄鋼共同体の創設に合意,条約に調印し,統合の一歩を踏み出し

た｡1957年,6ヵ国は経済 と原子力を統合するローマ条約に調印,このうち経済の分野でEEC-欧州経

済共同体-が発足 した｡

欧州に史上初めて平和 と経済的繁栄を目指す地域統合圏が誕生 したのである｡EEC (後にEC)は,経

済分野では超国家的な共通農業政策を導入,1971年の ドル危枚に直面するとその中から共通の単一通貨

を創出し,同時に,欧州のグローバノレ市場 と言える,財,労働力,資本,サービスが域内を自由に移動す

る単一市場の創設へ と深化 してい く｡貯余曲折を経て一つの通貨,一つの市場の統合に漕ぎつけるのであ

る｡単一通貨,｢ユーロは一 日にして成 らず｣で,EC,EUは統合発足後,厳 しいグローバ リゼーション

の波に一時は翻弄されながらも知恵を出し合いながら初心を貫徹 してい く｡欧州の統合は ｢深化｣ と ｢拡

大｣の方針に立 って進展 してきた｡拡大については6ヵ国による1958年のEEC発足後,67年にECに

発展,73年のイギ リス,デンマーク,アイルランドの加盟 と続 く｡拡大で特記できるのは,1989年の冷
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戦の終意で体制転換 した東欧 (現在は中 ･東欧- CentralandEasternEurope)諸国のEU加盟申請で,

2008年 12月末現在で,10ヵ国が加盟 した (ブルガ リア,チェコ,エス トニア,ラ トゲィア,リトアニア,

- ンガ リー,ポーランド,ルーマニア,スログェエア,スログァキア)｡この中 ･東欧 10ヵ国はEUの新

興国に位置づけられ よう｡ECは 1993年 11月にEUに発展 したが,現在 EUは,地中海のキプロス,マ

ル タを含めて,加盟 27ヵ国,人 口4億 9300万人,GDP11兆 5860億ユーロの地域統合圏に発展｡2006

年時のEUの数値によると,GDPではアメ リカの10兆 5090億ユーロを上回っている (金融危機以前の

情勢)｡

焦 り続けていたアメリカのサブプライム ･ローンは2008年 9月 15日のアメリカ証券大手の リーマン･

ブラザーズの経営破綻 をきっかけに急速にまた連鎖的にグローバル金融危機に発展 したOこの金融危機は

世界同時株安,不況へ と連鎖 し,欧州景気が停滞局面に入 るとい う実体経済に波及 した｡欧州委員会が

2009年 1月 19日,EU27ヵ国全体の09年の経済成長率 をプラス0.2%か らマイナス1.8%へ と大 きく下

方修正 した｡EUは2008年 11月のワシントンの世界金融サ ミット (G20)で,統合 を発展 させできた経

験 を踏 まえ,共通政策 を案出 し,IMFに各国の金融機関や当局に対 して規制 ･監督の権限を付与すべ き

だとい う権限強化 を提案｡一方で域内では,欧州委員会が 11月26日,EUのGDPの 1.5%に当たる2000

億--ロの景気刺激策など総合的な ｢欧州経済回復策｣を加盟国に提示 している｡

欧州経済回復 プランと銘打 った景気対策は,10項 目にわたる｡職業の集中訓練,高い資格取得の研修,

労働集約サービス業に対する付加価値税の引き下げ とい った雇用促進策から,中小企業対策費の増額,環

境に優 しい輸送モデル,高速情報通信ネットワークなどに対する投資の促進 も含まれ,グローバルなマク

ロ経済の挑戦 と位置づけられる｡

世界を襲 ったグローバル金融危機は,2009年 4月末 までに第二回世界金融サ ミット (G20)で具体的な

金融改革の実施案が検討 される予定であるが,本稿では事態は進行中のため今後の発展を見守 りたい｡た

だ,ここでは単にIMFとか金融の改革 とかに止 まらず,｢中国が国内での支出増,通貨元高の容認によっ

て世界のデフレ圧力に対抗でき,それによって,今緊急に必要 とされる欧州 とアメリカの成長を手助けす

ることができる｣ とイギ リスの経済誌 ｢ェコノミス ト｣(2008年 10月11日付)が述べているように新興

国に期待する声が上がっている点にも注 目したい｡このことは世界経済の成長の分野では新興国の影響力

が増大 している証左で,金融のグローバル破綻が発生する以前には,ゴール ドマン･サックス (2005年)

によると,中国は ドノレベースで 2035年頃にはアメ リカを抜いて世界最大の経済国にインドはそれまでに

3番目の経済大国になるとい う見通 しを出 していた (欧州委員会 ｢ヨーロッパ経済｣2006年)0

一方で,2008年度 ノーベル経済学賞受賞者でプリンス トン大学教授のポール ･クルーグマン氏は,｢ア

メ リカは世界から資金を吸い上げバ ブルを支えて数年間 ｢世界同時好況｣を演出 したが,これは世界が歴

史上経験 したことのない巨大な不均衡であ り,1929年に始 まった世界恐慌前夜に似ているとして,住宅

バ ブノレを再三警告 していた｣(朝 日新聞,2008年 10月 15日付)｡また,現代世界の代表的な知識人,ス

ーザ ン ･ジョージは,｢金融市場に内在する不安定性が市場経済に対する重大な脅威である｡複数の危機

が一度にシステムに襲いかかれば, システム全体が臨界状態に陥る｡そして地滑 り効果によって,『地球

的規模のアクシデント』が発生する｣ と警告 していた (ジョージ ･ソロス,毛利良一監訳 『ルガノ秘密報

告 グローバル市場経済生 き残 り戦略』,朝 日新聞社,2000年)｡ フリー ドリヒ･ノ､イエクの貨幣,金融

を重視する貨幣的景気理論などの新 自由主義の市場経済が招いた金融資本主義の破綻 となるのだろうか｡

さて,春稿は,こうしたグローバル経済の負の面を考慮に入れながら,グローバル経済の中のヨーロッ

パ経済を取 り上げる｡先ずはヨーロッパが基軸通貨 ドルで欧州通貨が動揺 した時代に如何にして通貨危機

を克服 し,独自の,共通の通貨を立ち上げたかを考察する｡
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2 ドル危機 とユーロ導入

オランダのノ､-グで 1969年 12月,欧州統合発足からの12年を総括するEC首脳会議が開かれ,この

ノ､-グ首脳会議で経済通貨同盟 (通貨統合)が70年代における最大の課題に位置づけられた｡1967年 11

月のポンドの平価切下げを契機に国際通貨情勢が大きく動揺する当時,EC加盟国には通貨政策の協調体

制が確立していなかったことから通貨面の域内協調の重要性が痛感された｡先ず,1970年 10月,ルクセ

ンブノレクの首相だったウェルナーから通貨同盟を段階的に10年間で達成するとい う報告が提示された｡

このレポートは,ECが最終的に単一通貨を創出する意思を初めて表明した点で重視されたが,インフレ

と経済の停滞,主要国仏独の立場の相違などからレポートは実施の局面には至らなかった｡実現の機は熟

していなかったのである｡

1971年 8月,アメリカのニクソン大統領が金 とドルの交換停止を発表,国定相場制が変換相場制へ移

行 し, ドル危機が発生 した｡EC加盟国の通貨は,共通性を欠き深刻 さの度合は国によって異なるものの

通貨危機に見舞われ,欧州通貨体制の弱体が露呈された｡

この結果,EC加盟国の間に共同歩調を取ることが重要であるとい う認識が高まり,共通の単一通貨を

創出しようとい う重要な契機 となった｡グローバル危機を乗 り越えるリージョナルな統合の共同体 として

の試みが始まったのである｡

単一通貨創出の試み

その後,欧州通貨は ドルにペッグ (連動)する制度が機能 しなくなり,1979年,独仏が共同で提案 し

た欧州通貨制度-EMS(EuropeanMonetarySystem)-が,実体面で通貨統合を軌道に乗せる目標で発

足 した｡この段階でのEC加盟国は9ヵ国で,EMSは①中心相場にエキュー ECU (EuropeanCurrency

U山t)を据え,それに対する上下 2.25%の枠に収まる縮小変動相場制,実質的な固定相場制を指向した｡

一方で制度面では,欧州委員会の ドローJL,委員長が経済通貨同盟実現の三段階案を提唱 した｡それを

踏まえて 1993年発効のマース トリヒト条約 (EU設立条約)に単一通貨を導入する経済通貨同盟が共通

政策 として採択され,単一通貨創出の道筋をつけた. しかし,単一通貨創出には幾多の困難が付 きまとっ

た｡EMS発足時の79年の第二次石油危機に伴 う80年代初期の景気後退である｡景気後退を乗 り切った

後,金融のグローバル化が進展する最中,1992年に欧州通貨は大規模な売 り操作の-ッジファンド攻勢

を受ける｡イギリス ･ポンド,イタリア ･リラは縮小変動相場の枠に収まらなくなり,為替相場メカニズ

ムからの離脱を余儀なくされた｡この時点で,変動幅は上下 2.25%から上下 15%へ と拡大され,通貨体

制の安定性が懸念されたが,94-95年に多くの通貨は現実には縮小変動の2.25%以内に収まり,実現に向

けて明るい見通 しが出てきた｡95年にオース トリア,フィンランド,スウェーデンが加盟 LEUの構成

国は15ヵ国に拡大 した｡この段階までほ西欧諸国の加盟｡

｢ユーロは一 日にして成 らず｣｡ユーロ導入には,厳 しい財政規律が求められ,加盟の条件に4つの収欽

基準 (convergencecriteria)が設けられた｡①財政赤字が GDPの3%以内で政府債務戎高が GDPの60

0/.以内,(参インフレ率,(彰長期金利,④通貨の安定度の四基準で,このうち最も重要な基準は ｢財政赤字

が対 GDP3%以内｣であった｡参加資格判定の基準は,1997年の収蝕の基準 と98年の予測値で,この

基準を満たした 11ヵ国が 1999年 1月1日からユーロを導入 した｡史上初めての共通の地域通貨の誕生で

ある｡イギリス,デンマーク,スウェーデンは不参加,ギリシャは加盟の条件を満たしていないと判定さ

れた｡デンマークは国民投票が通貨統合を共通政策 として導入 したマース トリヒト条約を否決 したことか

ら,適用除外の扱い となり不参加 となった｡
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ユーロは物価の安定を最重要な目的 として創出されたが,ユーロ導入国は金融 と為替政策を一元的に運

営する欧州中央銀行- ECB(EuropeanCentralBank)の手に委ねた｡ECBは加盟国が介入できない独立

機関｡一方財政政策は各加盟国の主権の手に委ねられているが,ユーロに関しては財政赤字の問題など財

政の規律を取 り決めた ｢安定成長協定｣の遵守が求められる｡

ユーロは2002年 1月 1日から紙幣,硬貨の市中流通が開始 された.両替の手間 とコス トが省かれ,為

替 リスクか ら免れる単一の安定 した通貨が出現 したのである｡その結果,域内貿易,投資の活発化 を促

す｡ユーロ建ての国債が発行され ドノレ建て国債を上回り,また,各国から外貨準備高 として採用 され,そ

の割合が次第に高まり, ドルを追 うもう一つの基軸通貨 としての風格を備えて くる (表 2-1参照)0

表2-1 国保有の外貨準備構成比 (%)

忘､-讐 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

米 ド ル 71.0 71.1 71.5 67.0 65.9 65.8 66.7 64.7

ユ - ロ 17.9 18.3 19.2 23.8 25.2 24.9 24.2 25.8

円 6.4 6.1 5.1 4.4 3.9 3.9 3.6 3.2

英 ポ ン ド 2.9 2.8 2.7 2.8 2.8 3.4 3.6 4.4

スイスフラン 0.2 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2

注 :外貨準備高の報告に基づいて構成比を算出｡

出所 :IMF2007年報告｡

近年,ユーロ圏内部にユーロ導入後,財政の規律に違反する事態が発生,2001年ボル トガノレが財政赤

字が4.1%となり,欧州委員会から改善の勧告を受けた｡主要国フランス, ドイツが 2002年から04年に

かけ3年連続 して財政赤字違反の見通 しとなり,更に04年には,オランダ,イタリアなど4ヵ国が 3%

を上回ると予測 された｡フランス, ドイツの場合は,手厚い社会福祉の負担, ドイツは ドイツ統一のコス

トが経済成長や雇用創出を削 ぐ作用をし始めた｡その結果,両国では医療の構造改革に乗 り出す一方で,

景気浮揚のための所得税減税を実施 し,これが財政赤字増につながっていった｡

このため,財政赤字の問題はEUが直面する重要な課題に浮上 し,政治的判断が下 される｡EU財務相

理事会は,2005年 3月,安定成長協定の緩和に踏み切 った｡3%以下の枠組みは維持するものの, ドイツ

統一など欧州統合のコス ト,研究開発,雇用促進の経済改革コス ト,年金改革など社会保障改革のコス ト

は財政赤字から除外することを決めた｡ユーロ導入の条件である収数の基準については,金融 ･財政政策

に重点を置き過ぎ,経済政策の観点が欠落 しているとい う批判があった｡理事会の政策決定は収敦の基準

を一部修正 したことになる｡今回の決定は経済改革の円滑化の他,今後の中 ･東欧諸国に対するユーロ参

加への配慮 もあろう｡スログェニアは2007年 1月,中 ･東欧加盟国の一番手 としてユーロ圏加盟を果た

した｡次いで,スログァキアが2009年 1月に加盟 した｡

ユーロを国内通貨 としている地域をEUはEuroAreaと呼び日本語では ｢ユーロ域｣の使用があるが,

報道でも使用 している ｢ユーロ圏｣が一般に分か り易い と考えこの表現を採 った｡ユーロ使用について

は,導入国以外に,旧フランス領アフリカ諸国がユーロにペッグ (連動),南東欧 (バルカン)のモンテ

ネグロ,アンドラ,コソヴォは,一方的に国内通貨 として使用,フラン圏だったモナコ, リラ圏だったヴ

ァチカン,サンマ リーノはフランス,イタリアのユーロ導入に伴いユーロを使用｡また, ルーマニア,ポ

ーランド,チェコを除 く中 ･東欧のEU加盟諸国は,ユーロを為替相場の基準 となるアンカー通貨に採用

し,通貨使用地域が拡大 してきている.使用圏の拡大の他,財や資本の移動を促進 し,単一通貨ユーロは

単一市場 と車の両輪 となりEU域内の経済の活性化の役割を果たしている｡
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図表 1-1 ユーロ･ドル相場の推移
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(注:ユーロの対 ドルレートが最も下落 した相場は,1ユーロ-0.8252ドJL,

(2000年10月26日),最も上昇した相場は,1--p-1.5990(2008年7月

15日)0

出所 :ECBreferenceexchangerate,USdouar/Euro.

ユーロとドルとの関係

ユーロ創出時の 1999年 1月の対 ドル レートは,1ユーロ-1.17ドル程度だった｡その後 2年間下落 し

続け,2000年 10月26日,1ユーロ-0.825ドル と凡そ30%下落｡その後 2004年 12月23日現在で 1-

-ロ-1.35ドル と大幅に上昇するなど乱高下 した｡30%の下落は経済成長率の格差などを背景 とするユ

ーロ圏からアメ リカ-の資本移動によることが分か った (坂田豊光 『欧州通貨統合のゆ くへ』,中公新

香)｡ユーロは2000年末から上昇に転 じているが,それによると,2001年の9.11米同時多発テロや 2003

年 3月のイラク戦争でアメリカ経済が先行 き不透明 となり, ドル,アメリカ証券の信認の失墜を招 く｡対

米投資資本が ヨーロッパに回帰する動 きが起 き,ユーロの買戻 しを誘発 した｡その結果,03年中頃まで

に,ユーロの対 ドル レートは発足時点を上回った.こうしてユーロは曲折を経ながらも,基軸通貨 ドルに

連動 しながらもう一つの基軸通貨としての軌道に乗 り始めたようにみえる｡

その後,ユーロの対 ドル レートは2005年に下降局面に入 ったが,2006,7年にユーロ高, ドル安の推

移が鮮明 となる｡この背景には,景気の拡大が続 くユーロ圏と景気の先行 き不透明感のアメリカの金利の

動向,外貨準備の ドルからユーロ-のシフトの動 きが絡むと伝えられる.EUのユーロ圏財務相理事会は

ここに至って 2007年 10月,対 ドル,対円で最高値圏にあるユーロ相場の牽制に動 き出す.ユーロ圏財務

相理事会は9日,｢為相市場の動向を緊密に監視する｣ との共同声明を発表 し,日米中や金融市場にユー

ロ高の是正を求めた (日本経済新聞 07年 10月 10目付)｡ しか し,ユーロ高の基調は変わらず,ユーロ

の対 ドル レートは,2008年 7月 15日,1--ロ-1.5990の最高値をつけた (図表 1-1を参照)｡その後,

ユーロの対 ドル レー トは2008年 9月 15日の リーマン･ブラザーズの破綻を契機に急落 し,1.2ドル台に

推移するが今回はこの辺 りの言及に止める｡

欧州委員会の-ルヴェ ･カル レ上級顧問は,｢ユーロ,10年後の現在 (THEEURO,′Ⅰ℃NYEARSON)｣



ー 102- ユーロ経済圏 とグローバル経済

と題する講演の中で,｢重要な統合の努力のおかげで,ユーロ圏は2007年に財政赤字を平均で0.6%へ何

とか減 らすことができた｡これは1973年来の最優良値である｡2005年に改革された,財政を規律する安

定成長協定が財政を健全化するとい う通貨同盟加盟国の公約を確固たるものにしたのは明 らかだ｡2002

年以来,ユーロ圏加盟国で過度の財政赤字の状態にある国はない｣ と述べ,10年間のEUのマクロ経済

政策の成果を報告 した｡カル レ上級顧問はまた,ユーロが経済統合を促進 し,それによって効率のよい市

場が形成 され,ビジネスに対 して大 きな機会 となっているとしてユーロ導入 10年間の成果を強調 した (吹

州委員会上級顧問の講演,2008年 9月16日,慶慮義塾大学三田キャンパス)0

単一市場の形成

欧州統合を立ち上げたローマ条約は, ヒト (労働力),サービス,財,資本が自由に移動する市場統合

の形成を取 り決めている｡モノ (財)については関税同盟の完成 と共通農業政策に基づ く農業の共同市場

で実現 してい った｡ しか しその後,1970年代の2度の石油危機でEU加盟国が景気後退の局面に入 った

結果,国境のない単一市場を創設 し,経済の活性化 を図ろうとい う考えが浮上 したO｢市場の共通化｣ と

い う目標は,石油危機による影響だけではなく, ヨーロッパが,アメリカ, 日本に比べて技術革新の分野

で立ち遅れ,グローバル競争の面で劣勢に立った面も否定できない｡

具体的な市場統合をめざす動 きは,1985年に欧州委員会が発表 した ｢域内市場白書｣が契機 となる｡

①物理的障壁の撤廃,(参技術的障壁の撤廃,(勤財政的障壁の撤廃の分野の法令化を提案 した｡この年, ヒ

トの自由移動を取 り決めた政府間協定 (EUの枠外)であるシェンゲン協定が調印されている｡この白書

の提案に基づいて 1986年にECの政府間会議が開かれ,域内市場の統合を目指す単一欧州議定書が採択

され,翌 87年発効 した｡域内市場の統合である単一市場の完成は,1992年 12月31日に発足 と決定 され

たが,これは経済のグローバル化に伴 う市場のグローバノレ化 とい う構図の中で,いち早 く域内市場統合の

達成を決定 した点でも重要であった｡議定書は単一市場の完成に関わる法令の敏速な採択のため,全会一

致ではな く特定多数決制度の適用を決めたことも制度改革の面から大 きな前進であった｡1993年に発足

したEU(11月発効のマース トリヒト条約でECからEUへ発展)の市場統合は,基準の認証,サービス

規制など共通化のシステムが築かれたこと,経済格差は限定的で,水平に拡がる経済統合であるところか

ら,地域市場統合 として機能する体制が敷かれているといえそうだ｡EUの単一市場が円滑に機能するに

は歳月を要すると考えられるが,単一市場 とい う構想は,他の地域共同体にとって先駆的な例になるであ

ろう｡

3 ユーロ経済圏の東方拡大

米ソ両首脳は,1989年 12月のマルタで冷戦終結を宣言 し,すでに自由化希求の市民革命が進行 してい

た東欧 (旧東欧 とバノレト諸国を合わせて中 ･東欧｡バル ト諸国を別扱いの場合は中東欧 ･バノレト諸国｡バ

ルカンは南東欧 と呼ぶことにする)諸国が体制転換 し,多数国がEU加盟,NATO加盟を申請 した｡

中 ･東欧諸国は1994年 3月の- ンガリーの加盟申請を端緒に,ポーランド,スログァキア,スログェ

ニア,チェコ,エス トニア,ラトゲィア, リトアニア,ブルガ リア,ルーマニアが加盟申請 した｡①民主

主義,②法の支配,(彰機能する市場経済など加盟の条件であるコペンノ､-ゲンの基準を達成 し,2004年 5

月,地中海のキプロス,マノレタを含む8ヵ国が,07年 1月にブルガ リア,ルーマニアの加盟が認められ,

統合による東西両 ヨーロッパの統一が実現 した｡冷戦の終結によって東西間の壁が取 り払われ,空自地帯

が無 くなったこともグローバ リゼーションの大きな要素である｡分断されていた東西両 ヨーロッパの統一

が地平の彼方に現われ,統合による統-により, ヨーロッパに平和 と安定,繁栄の道が拓かれた｡
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表 2-1 中 ･東欧諸国への海外直接投資 (FDト)

(2001年-2008年 単位 100万ユーロ)
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (予測)

チェコ

ノ､ンガリー

ポーランド

スログァキア

スログェニア

ブルガリア

ノレ-マニア

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

5

5

0

6

3

3

2

4

8

日H

4

9

4

3

3

9

1

7

4

3

9

7

0

4

6

0

8

0

0

1

1

6

4

2

2

1

6

7

1

7

8

8

4

2

1

0

9

2

9

2

1

6

6

7

4

1

3

5

9

0

4

5

5

3

5

9

1

4

2

7

2

3

2

3

7

7

1

5

7

5

1

3

1

3

9

4

1

2

9

6

8

1

3

5

7

3

3

1

5

6

3

0

3

5

4

6

3

8

0

6

4

4

6

7

1

4

3

0

2

2

5

1

3

8

7

4

1

1

6

6

8

6

1

7

5

4

8

8

0

9

2

8

9

1

1

4

1

1

1

2

5

1

7

2

0

2

1

8

7

9

2

8

1

0

1

3

3

7

9

2

9

3

4

4

1

1

6

1

2

8

2

3

4

9

9

7

6

1

0

9

2

3

3

7

4

9

2

6

4

6

1

1

注 :2009年は,金融危機の

影響でFDIの流入減の予測

も｡wiiwはウィーン国際 (比

較)経済研究所｡

出所 :wiiwDatabaseonForeignDirectInvestmentinCentral,EastandSoutheastEurope,Vienna,June2008.

EUはそれまで西欧諸国の加盟によって統合の輪が広がってきたが,中 ･東欧諸国が機能する市場経済

の条件を満すべ く鋭得努力 した結果,低コス トの生産市場,潜在的な需要の一大マーケットが新たに急浮

上 した｡国営企業の民営化,価格の自由化,貿易 ･外国為替制度の整備など市場経済化への移行の進展 と

ともに,直接投資が中 ･東欧地域へ集中してい く｡

これら新興国への国際資本の流入は,市場経済化にとって重要で,潜在的な成長に大きく貢献できる｡

国内の財政制度は,投資家を支援できる力は未だついておらず,FDI-海外直接投資-は増大する投資需

要に応える出資源 となる｡低賃金の生産基地へは欧州以外に日本,アメリカの多国籍企業の進出が相次

ぐ｡グローバルな市場競争の中では,中国,インド,ブラジルなどBRICsと呼ばれる新興国への直接投

資が加速 し,これら新興国は高い巌済成長率 と海外への輸出増で世界の成長の極 として注目されるに至

る｡ ヨーロッパでは,加盟 した中 ･東欧諸国に加えて,ウクライナ,ロシア,バルカンを含めた地域が新

興市場に登場 している｡チェコには トヨタ自動車, ドイツのフォルクスワーゲンの子会社が,スログァキ

アにはフランスのプジョー ･シトローユングループが生産拠点を立ち上げた｡ジェトロ (日本貿易振興機

構)が2004年,欧州 とtJレコ進出の日系メーカーを対象に調査 したところによると,日系メーカーは,

通関手続 きの簡素化で物流の効率化が今後も見込めると予測 している0

海外直接投資を部門別にみると,何れの国でも製造業が最 も高 く,業種別では,自動車のシェアが高 く,

次いで電気 ･電子機器,化学 と続 く｡製造業では海外直接投資に占める多国籍企業の割合が高 く,中 ･東

欧諸国に生産力,経営のノウノ､ウ,雇用,貿易の増大をもたらした｡例えば,チェコの場合,海外直接投

資による進出企業は,1999年のチェコの輸出全体の60%を占め,進出によって同年だけで 1万 9000人の

雇用が創出された｡

一方で,中 ･東欧諸国はEU加盟後,国内企業の役割が増大 し,新 しい生長の芽が吹き出した.ポーラ

ンドを例にとると,個人消費の高まりと設備投資の拡大が景気を牽引 し,2006年はGDP成長率が 6.1%

を記録 した｡1997年以来,約 10年ぶ りの高い水準｡ユーロ加盟の収赦基準の一つ財政赤字のGDP比率

は30/o以下の見通 し｡ジェトロによると,個人消費の拡大には大きく二つの要因があり,一つは,都市部

の購買力が増加 したことで,年収 200万円前後の層が全体の 10- 20%を占めるまでになり,西欧 と価格

水準が余 り変わらない家電製品なども買 う余裕が出てきた｡二つ目は,農村部の底上げ｡EU加盟によっ

て西欧 ･ロシア向けの輸出の好調に加えて,共通農業政策による補助金の支給で,これまで非常に低所得

者層だった 145万戸の農家が都市部の水準に及ばないまでも年収 136万円程度にまで底上げされた (ポー

ランドの項は,週刊ダイヤモンド『新 しい EU』,2007年 11月 3日号)0

EU域内は市場統合で労働力の移動が自由であるが,中 ･東欧諸国の加盟時には,国によっては,移動

に最高 7年間の自粛を要求することができる｡ しかし,現実には,ポーランドからイギリスなどへの出稼
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ぎ移動が起 き,逆にポーランドでは労働者不足の状況になっている｡同じことが,製造業への投資が集中

したチェコ,- ンガ リーでも起 き,逆にスログァキア,ルーマニア,EU未加盟のウクライナからの出稼

ぎ労働者が増えているとい う｡外資系企業の進出先が東へ進むと同時に人材供給先はその更に東に生れる

(前掲ダイヤモンド)｡中 ･東欧諸国のEU加盟後には,多様で新 らしい産業の波が発生 してお り,EU経

済圏の動向からは目を離せない｡

グローバル化を生 き抜 くリスボン戦略

ところで,1990年代後半にアメリカは,情報通信技術 (ICT)の--ド,ソフト部門の開発,生産 とい

う情報技術で地歩を築 き,EUには経済のグローバル化でアメリカに立ち遅れるとい う懸念が高まった｡

グローバル化の影響でヨーロッパ型資本主義が欧州統合の中でどのように定着するかはEUの東方への拡

大の未来にとっても重要な要素 と考えられた｡

2000年 3月, リスボンのEU首脳会議で,｢グローバル化の影響で失業者が1500万人を超えた｡女性,

高齢者の労働市場への参入は不十分で,また情報技術分野で立ち遅れ,格差が拡大 している｣ とい う現状

が報告 された｡ リスボン首脳会議はこの反省の上に立 って,EU全域がグローバル化時代に即 した戦略を

樹てる必要があるとして,｢2010年までに世界で最高の競争力 と活力を備えた知識に基づ く経済を構築す

る｣とい うリスボン戦略を立ち上げた｡市場統合,通貨統合に次 ぐ経済活性化戦略 とみることもできよう｡

しか し,欧州経済は,2000年に実質経済成長率 3.5%を記録 したものの,それ以降はユーロ高などで低

迷 し,03年に入ると一時部門別で反転上向く兆 しがみえたが,04年 1月,欧州委員会は,｢市場統合が停

滞 し,2010年 までにEUを世界で最 も競争力のある知識に基づ く経済にするとい うリスボン戦略は軌道

に乗 っていない｣ と警告を発 した｡理念が先行するのはよいが,IT (情報技術)革命で躍進するアメリカ

に対する立ち遅れを取 り戻すぺ く,デジタル ･デヴァイ ド (情報格差)をなくすため欧州電子化計画 (e

Europe)なども盛 り込んだ対応を促 した｡ しか し,短期間での計画の完了は困難祝 され,欧州委員会の

ロマ-ノ ･ブローディ委員長は,2002年 7月の段階で,ブリュッセル自由大学教授で欧州統合論専門家

のアンドレ･サピール氏が委員長の研究グループにこの野心的な戦略の分析 と見直 しを依頼 した｡新規加

盟国に対 しもっとチャンスを与え,研究開発 と高等教育に対する財政支出を増やすことなどが必要 とし

て,(》単一市場の活性化,②知識に対する投資増,(丑単一通貨に対するマクロ経済政策の改革,(彰EU予

算の見直 し,6)効果的な政策決定 と規制,⑥安定成長協定の見直 しなど六項目にわたるサピール ･リポー

トを提出した｡

この提言が具体的にどう生か されたかは明確でないが,財政を規律する安定成長協定の見直 しについ

て,EU財務相理事会は,財政規律に関して,財政赤字の対 GDP3%以内の基準は維持 しながらも,社会

保障費や ドイツ統一など統一経費を赤字枠から除外 したことは改革 と受け止められる｡また, リスボン戦

略は中間年度の2005年に大規模な修正を行い,これまで知識基盤の経済や競争力 といった多様な目標を

整理 し, リスボン戦略の目標を ｢成長 と雇用｣の二点であることを明確にした｡従来別々に行われてきた

雇用政策分野の政策協調が, リスボン戦略の中に組み込まれたのは効果的な政策決定 と言えるであろう｡

4 金融危機 とEUの対応

2008年 9月に発生 したアメリカを震源 とする金融危機は, ヨーロッパにも波及 し,経済危機に発展 し

ていった｡EUは2008年 9月12日の財務相理事会で,ユーロ圏全体の景気対策を協議 した結果,ユーロ

の財政規律である安定成長協定は維持するが,財政出動などの景気対策には否定的な見方が多数であっ

た｡ しか し,具体的な9月16日の リーマンブラザーズ破綻に端を発する,グローバル金融危機への発展
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は,こうしたユーロ圏の見方を呑み込み,その影響は実体経済に波及 し,財政出動に否定的だった ドイツ

も国内銀行に加え,経営難に陥った外資系銀行に対 しても公的資金の注入など,信用不安の拡大を防 ぐ方

針に切 り替 えた｡ユーロ不参加のEU加盟国イギ リスはいち早 く,2008年度内に大手 3銀行へ 370億 ポ

ンドの公的資金注入の方針を決めた｡こうした矢継ぎ早の措置は非常事態を乗 り切る緊急対策 とみて とれ

る (表 3-1参照)0

特記できるのは,非 EU加盟国で人 口30万人のアイスランドで,金融危機が ヨーロッパで最初に表面

化 したケースである｡高金利のアイスランドの銀行から貸 し手が資金の回収に動 き出 し,短期資金の流出

が止 まらな くな り通貨危機に陥った｡このためアイスランド政府はカウブシング銀行 を事実上国有化 し

た｡カウブシング銀行については, 日本で発行 した円建て債権 (サムライ債)の債務不履行 も明らか とな

った (日本経済新聞,2008年 10月 27日付)｡独立 を重視 し,漁業への規制に対する警戒感などか らEU

加盟を希望 しなかったアイスランドは,グローバル化時代の国家の非力を見せつけられる事態 となった｡

また,EU加盟国デンマークの通貨 クローネが急落 し,ユーロ不参加国が深刻な影響に見舞われたOこの

点後に触れる｡

こうした中で,欧州地域統合圏のEU として金融危機にどう対応 しているかに触れておきたい｡先ず欧

州中央銀行- ECB-,米連邦準備制度理事会- FRBなど米欧,中国など世界 10ヵ国 ･地域の中央銀行

が同時利下げに踏み切 った｡金融危機が実体経済に悪影響を及ぼす との判断か らで,米欧では2008年 10

月政策金利 を0.5%下げた (表 3-2参照)0

表 3-1 欧州の危機対策

①英国

公的資金注入を約9兆円

(さフランス

公的資金注入を約 5.6兆円

③ ドイツ

公的資金注入を約 11兆円○個人預金を全額保護

④オランダ

ⅠNGに約 1.4兆円の公的資金注入

⑤イタリア

政府による銀行業界-の支援表明

(むスペイン

銀行の資金融通を助ける政府保証を約 14兆円

伝)スウェーデン

公的資金注入を約2千億円

檀)スイス

UBSに約5300億円の公的資金注入

@ベルギー⑩ルクセンブルク④オランダ

大手銀行を国有化

⑪アイルランド⑫ギリシャ

預金全額保護

⑱アイスランド⑭ウクライナ⑯ハンガリー

出所 :朝日新聞2008･10･22

表3-2 10月8日に利下げを実施 ･発表した国 ･地域

国 .地域 政策金利(%)

米欧6中銀協調 米国 1.5 (0.5)

ユーロ圏 3.75(0.5)

英国 4.5 (0.5)

カナダ 2.5 (0.5)

スウェーデン 4.25(0.5)

スイス 2.5 (0.5)

6中銀と同時に発表 中国 6.93(0.27)
アラブ首長国連邦 1.5 (0.5)

6中銀の前に発表 香港 2.5 (1.0)

(注)単位%,カッコ内は下げ幅｡中国は期間1年の貸

出金利

出所 :日本経済新聞2008年 10月9日付

ii) 2009年 3月 5日現在

イングランド銀行 0.5(0.5%引下げ)

欧州中央銀行 (ECB) 1.5(0.5%引下げ)

(注)･イングランド銀行の1%の政策金利は1694年設

立以来最低の金利｡

･FRB 0.0-0.25%

(2008年 12月16日)

･日本銀行 0.1% (0.3%から)

(2008年 12月20日)
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一方 EUは,11月,ワシントンの世界金融サ ミット (G20)を前に 11月7日,首脳会議 を開き,国際

金融制度改革の対応を協議 し,新 しい国際金融制度を構築するためのEU としての方針を決めた｡

①すべての金融機関,国の機関も規制 と監督の対象 とする｡規制は格付け会社に,-ッジファンドには監

督が適用 される｡

⑦債券の証券化や報酬制度など,過度な リスクに向かわせる仕組みを見直す｡

③金融危機を未然に防 ぐ任務は,IMF一国際通貨基金一に中心的な役割を託す｡IMFは新 しい国際金融

制度の基軸 となる｡

(参会計基準の収赦化を求める.

EUの方針は,規制 ･監督の強化,金融危機を未然に防ぐ中心的な役割をIMFに託す考えが特徴で,自

由な市場,IMFの権限強化に消極的なアメリカの考え方 とは相違 している｡11月 15日の世界金融サ ミッ

トについては今回は本稿の主旨ではないので割愛する｡

おわりに

今回の金融危機でヨーロッパに新たな胎動が起 きているのでそれに触れる｡今回のグローバル金融危機

で中小国の通貨 も大 きく動揺 した｡デンマークのラスムセン首相は 11月 15日,2011年までにユーロ導

入の承認を求める国民投票を行 う意向を表明 した｡ユーロ圏外にとどまるコス トが大きくなっているのは

明らかだと説明 (日本経済新聞,2008年 10月 16目付)0

デンマークはユーロ参加の収欽基準は十分満た していたが,デンマークの通貨クローネが発展,定着

してお り,小国にとっては通貨の動向とか投機に影響されやすい として参加 しない意向を明確に表明 して

いた (1995年 8月 ミケイル ･ディットマ-経済事務次官が筆者 との会見で表明 していた)｡その後,情勢

の変化で 2000年 9月,ユーロ導入の可否を問 う国民投票を実施 したが,ユーロ導入を否決 していた｡ま

たユーロ不参加のスウェーデンもデンマークに追随する可能性 もあるとみられる｡2003年 9月の国民投

票ではユーロ導入を香決 している｡金融危機の荒波はEU加盟の中 ･東欧諸国に押 し寄せた｡フランス紙

｢ル ･モンド｣によると,先ず- ンガ リーが 1990年代,イギリス,イタリア,スペイン,ポル トガルが被

ったのに比肩する深刻な金融市場の打撃を受け,為替相場の変動や投機から身を守る必要性を痛感 し,ユ

ーロ圏加盟の緊急性を実感 した｡ジュノレチャー二 ･フェレ首相は,｢金融危機によって速やかにユーロ圏

加盟の必要性に直面 した｣ と述べている｡ノ､ンガ リーの通過 フォリントは,対 ドノレ比で 17%下落,IMF

の金融支援を受けた｡また,ポーランドは,金融危機で自国通貨ズロチの対 ドル レートが 15%下落 し,

ユーロ圏加盟が重要な課題に浮上 した｡ ドナル ド･トゥスク首相は,2012年にユーロ導入の意向を表明

した.チェコでもユーロ導入の課題は持ち上がっているO

金融 ･経済危機でユーロ導入に至 っていない中 ･東欧のEU加盟国は,通貨,株式,債権の下落に加え,

海外からの直接投資の縮小,輸出の落ち込みで実体経済は極度に悪化 している｡こうした情勢の下,2009

年 3月 1日,緊急に開かれたEU特別首脳会議では,ユーロ加盟に有利な救済策は具体的に何ひとつ決ま

らなかったが,中 ･東欧加盟国の安定のためユーロ圏加盟を容易にするための模索の考えが幾つか表明さ

れた (ル ･モンド 2009年 3月3日付)｡多数国のユーロ加盟は,財政規律に リンクするだけにユーロ圏

の運用は困難が増すであろう｡ しか し, ドル基軸体制が揺 らぐ中, ヨーロッパではユーロ体制への傾斜を

深めたことは確かで,金融の規制,監督の必要性を説 くユーロ体制が,国際金融体制の新 しい秩序の構築

にどのような影響力を及ぼすかは一つの注目点に思える｡

(2009年 3月 5日)
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